
 
平成 20（2008）年 3 月 7 日 

 
 
 
 
 
 

平成１９年度独立行政法人都市再生機構 
事業評価監視委員会の開催等について 

 
 
 
 
 

  独立行政法人都市再生機構では、平成 20 年 2 月 29 日に平成 19 年度第 2回 

事業評価監視委員会を開催しましたので、その開催概要等についてお知らせ 

いたします。 

 
 
 
 
 

お問い合わせは下記へお願いします。 

     本社  業務企画部 事業監理室 
     （電話） ０４５－６５０－０３８４ 
     本社  ｶｽﾀﾏｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室 報道担当 
     （電話） ０４５－６５０－０８８７ 
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平成 19 年度独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会の開催等について 
 

１ 平成 19 年度第 2回事業評価監視委員会の開催概要 

 

(1) 開催日等 

  ① 日  時：平成 20 年 2 月 29 日（金） 14:00～16:30 

  ② 開催場所：独立行政法人都市再生機構 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 15 階大会議室 
 
(2) 事業評価監視委員会委員 

・巽  和 夫（委員長）  （京都大学名誉教授） 
・黒 川  洸（委員長代理）（東京工業大学名誉教授） 
・高橋 潤二郎（委員長代理）（慶應義塾大学名誉教授） 
・井 上  繁（委員）   （常磐大学コミュニティ振興学部教授） 
・岸 井 隆 幸（委員）   （日本大学理工学部教授） 
・小澤 紀美子（委員）   （東京学芸大学教育学部教授） 
・田中 順一郎（委員）   （三井不動産株式会社常任相談役） 
・奈 良 道 博（委員）   （弁護士） 

 

 なお、高橋委員長代理、小澤委員、田中委員は欠席されております。 

 

(3) 議事 

① 本委員会の審議内容等について 
② 審議事項の説明 
・ 再評価実施事業の対応方針案について 

霞ヶ丘団地第Ⅰ期 2 ﾌﾞﾛｯｸ …【別紙１】（1）のとおり 
・ 事後評価実施事業の対応方針案等について 

武蔵野緑町地区、南船場二丁目地区、丹波口駅地区、西宮北口駅北東地区 
…【別紙１】（2）のとおり 

③ 審議 
④ 報告 
・ 北仲通南地区（第 2 工区） 

⑤ 意見具申 
⑥ その他 
 ・ 都市再生事業実施に係る基準について（中間報告） 

 

(4) 議事概要 

① 本委員会の審議内容等について 
  今回の審議事項及び報告事項の概要について説明を行った。 
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② 審議事項の説明 
・ 再評価実施事業の対応方針案について 

再評価実施事業 1 件に関して、事業目的、事業の実施環境等の概要、対応方針案及び対

応方針案決定の理由について、都市機構から説明した。 
・ 事後評価実施事業の対応方針案等について 

第 1 回委員会で抽出された事後評価実施事業 4 件に関して、事業目的、事業の実施環境

等の概要、対応方針案（今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性の有無並びにその

根拠）、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性等（当該事業か

らの知見等）について、都市機構から説明した。 

 

③ 審議及び意見具申（審議結果） 
    上記の説明が行われたのち、「再評価実施事業の対応方針案について」は【別紙 1（1）】

のとおり、また「事後評価実施事業の対応方針案等について」は【別紙 1（2）】のとおり、

意見具申があった。 

    

④ 報告 
・ 北仲通南地区（第 2工区）について 

都市機構から 19 年度第 1 回委員会において報告したところであるが、その後、横浜市

より新市庁舎整備に関連して土地譲渡の依頼がなされるなど状況の変化があったことか

ら、今後の方針等について改めて報告を行った。 

 

⑤ その他 

 平成 19 年 12 月 24 日に閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」の内容を踏まえ

て現在策定中の「都市再生事業実施に係る基準」について、中間報告を行った。 

 

２ 再評価実施事業及び事後評価実施事業の対応方針 

（平成 20 年 3 月 6 日 都市機構にて決定）…【別紙２】（1）、（2）のとおり 

 

３ 事業評価監視委員会提出資料等の公開 

平成 20 年 3 月上旬を目途に都市機構支社等にて閲覧に付します。 

                                    以 上
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【別紙１】 

平成１９年度第２回事業評価監視委員会の審議の概要 

（1）再評価実施事業の対応方針案とそれに対する委員会の意見 

対応方針案 
地区名 所在地 

 理由 

左記に対する事業評価

価監視委員会の意見 

事業継続 

霞ヶ丘
かすみがおか

団地
だ ん ち

 

第Ⅰ期 2 ﾌﾞﾛｯｸ

地区 

 

〔建替事業〕 

埼玉県 

ふじみ野市
 

〔理由〕 

・ 居住者との折衝状況から最終事業区域を設定

したことにより、当初計画から約 7 年の延長が

見込まれるところであるが、建替事業完了に向

けて、当該区域の戻り住宅の建設及び整備敷地

譲渡を残すのみであり、着実に事業が進捗して

いるため。 

対応方針案のとおり 

 

（2）事後評価実施事業の対応方針案等とそれに対する委員会の意見 

地区名 所在地 対応方針案等 
左記に対する事業評価

監視委員会の意見 

今後の事後 

評価の必要性

無 

・今回の事後評価により、当事業の目

的を達成し、事業の効果を発現してい

ることが十分に確認できたため、今後

の事後評価は必要としない。 

改善措置 

の必要性 

無 

・今回の事後評価により、当事業の目

的である「敷地の高度有効利用」及び

「居住水準の向上」等を達成し、事業

の効果を発現していると認識できる

ため、改善措置は必要としない。 武蔵野
む さ し の

緑 町
みどりちょう

 

地区 

［住宅市街地 

総合整備事業］

（建替事業） 

東京都 

武蔵野市 

同種事業の

計画・調査の

あり方や事業

評価手法の見

直しの必要性

等 

（当該事業か

らの知見等）

・当事業からの知見も含め、建替事業

を行うに当たっては、高齢者など配慮

が特に必要な者への居住の安定を図

ることを重視し、公共団体との連携に

よる少子高齢化に対応する福祉施設

などを積極的に誘致していく。 

・更に、居住者の理解と協力が不可欠

であるため、ワークショップを実施す

るなど居住者参加によるまちづくり

についても積極的に実施していく。 

・また、今後の建替事業に当たっては、

ストックの集約化による余剰地にお

いて、公的利用の促進、民間事業者を

活用した多様なまちづくりに努める。 

対応方針案のとおり 

 

従前居住者との協働

により事業を推進する

とともに、公営住宅及

び高齢者施設の誘致な

どによって、地域の中

核となる公共住宅団地

への建替えを実現させ

たことは評価できる。



 5

今後の事後 

評価の必要性

無 

・今回の事後評価により、当事業の目

的を達成し、事業の効果を発現してい

ることが十分に確認できたため、今後

の事後評価は必要としない。 

改善措置 

の必要性 

無 

・事業により、在宅ワーク型住宅の供

給を実施し、都心居住の推進が図ら

れており、事業目的を達成していると

認識できるため、改善措置は必要とし

ない。  

南船場
みなみせんば

二丁目
に ち ょ う め

 

地区 

［都心共同住宅

供給事業］ 

（住宅建設事業）

大阪市 

中央区 

同種事業の

計画・調査の

あり方や事業

評価手法の見

直しの必要性

等 

（当該事業か

らの知見等）

・上位計画に基づき都心居住モデルの

形成に寄与した当地区の事業実施が、

地区全体の活性化の契機になったこ

とを踏まえ、今後も地区の特性や整備

課題を踏まえた民間誘導を中心とし

た取り組みを実施していくように努

める。 

対応方針案のとおり 

 

行政及び民間と連携

して衰退した船場地域

を活性化する取り組み

を行い、都市再生のモ

デル的な事業として成

功させたことは評価で

きる。 

今後の事後 

評価の必要性

無 

・今回の事後評価により、当事業の目

的を達成し、事業の効果を発現してい

ることが十分に確認できたため、今後

の事後評価は必要としない。 

改善措置 

の必要性 

無 

・事業により、基盤施設の整備及び土

地利用の転換が図られ、都市機能の更

新がされており、目的を達成している

と認識できるため、改善措置は必要と

しない。 
丹波口駅
た ん ば ぐ ち え き

地区 

［土地区画整理

事業］ 

（都市機能更新

型） 

京都市 

下京区 

同種事業の

計画・調査の

あり方や事

業評価手法

の見直しの

必要性等 

（当該事業

からの知見

等） 

・国による国道９号の拡幅整備・公共

施設管理者負担金の導入や市による

近隣公園の整備・公共施設管理者負担

金の導入など、国や市と役割分担する

ことにより事業リスクの低減が図ら

れたこと、及び、京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ事業な

ど民間と事業初期段階から連携する

ことにより早期に事業効果を発現す

ることができたことは、今後のリスク

が大きく民間のみでは事業実施が困

難な事業や民間投資を誘導する事業

への知見となる。 

対応方針案のとおり 
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今後の事後 

評価の必要性

無 

・今回の事後評価により、当事業の目

的を達成し、事業の効果を発現してい

ることが十分に確認できたため、今後

の事後評価は必要としない。 

改善措置 

の必要性 

無 

・震災による壊滅的な被害を受けた当

地区において、迅速かつ円滑な公共

施設整備、権利者生活再建、商業

の活性化等がなされており、目的を

達成していると認識できるため、改善措

置は必要としない。 

西宮
にしのみや

北口
きたぐち

駅
えき

 

北東
ほくとう

地区 

［市街地再開発

事業］ 

兵庫県 

西宮市 

同種事業の

計画・調査の

あり方や事

業評価手法

の見直しの

必要性等 

（当該事業

からの知見

等） 

・当事業は、阪神・淡路大震災という

非常時において、公共団体との連携

のもと、機構のノウハウ・機動力を活

用して多数の権利者の早期の生活

再建を図ったものであり、今後起こり

うる大規模都市型災害発生後の復

興事業の迅速な推進のために、ノウ

ハウの継承及び蓄積に努める。 

対応方針案のとおり 

 

震災復興事業として

機構の有する組織力・

技術力を被災地に集中

的に投入し、迅速に事

業を完遂させたことは

評価できる。 
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【別紙２】 

 
（1）再評価実施事業の対応方針 

地 区 名 事業手法等 対応方針 

霞ヶ丘団地 

第Ⅰ期2ﾌﾞﾛｯｸ地区 
建替事業 事業継続 

 
（2）事後評価実施事業の対応方針 

地 区 名 事業手法等 対応方針 

今後の事後評価の必要性 無 
武蔵野緑町地区 

住宅市街地総合整備事業

（建替事業） 
改善措置の必要性 無 

今後の事後評価の必要性 無 
南船場二丁目地区 

都心共同住宅供給事業 

（住宅建設事業） 
改善措置の必要性 無 

今後の事後評価の必要性 無 
丹波口駅地区 

土地区画整理事業 

（都市機能更新型） 
改善措置の必要性 無 

今後の事後評価の必要性 無 
西宮北口駅北東地区 市街地再開発事業 

改善措置の必要性 無 

 
以 上 


